
 

 

総務委員会 情報連絡 
 

 

令和８年２月２５日 
 

 

情報連絡事項                                 頁 

 

１ 予算の流用及び予備費充当の状況について・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

 

２ 自治体情報システム標準化対象業務の稼働状況について・・・・・・・・・・・５ 

 

３ 地方自治法改正に伴う情報セキュリティポリシーに関する対応について・・・・６ 

 

 

 

【参考】≪子ども・子育て支援対策調査特別委員会 報告事項≫ 

※資料は、子ども・子育て支援対策調査特別委員会（政策経営部）の報告資料にあり 

１ 足立区子ども・若者計画の策定に伴うパブリックコメントの実施結果及び寄せら

れた意見に対する区の考え方について 

２ 児童・生徒が自由に意見や質問等ができる環境の整備について 

３ 令和８年度「高校生世代の居場所型学習支援事業」の拡充（案）について 

４ 「モギ社会人１年目」の若者が企画した事業の実施結果について 

 

【参考】≪エリアデザイン調査特別委員会 報告事項≫ 

※資料は、エリアデザイン調査特別委員会（政策経営部）の報告資料にあり 

１ 綾瀬・北綾瀬エリアデザイン（綾瀬ゾーン）の取組み状況について 

２ 綾瀬・北綾瀬エリアデザイン（北綾瀬ゾーン）の取組み状況について 

３ 六町エリアデザインの取組み状況について 

４ 江北エリアデザインの取組み状況について 

５ 西新井・梅島エリアデザインの取組み状況について 

６ 竹の塚エリアデザインの取組み状況について 

７ 千住エリアデザインの取組み状況について 

（ 政策経営部 ） 



総 務 委 員 会 情 報 連 絡 

令和８年２月２５日 

件   名 予算の流用及び予備費充当の状況について 

所管部課名 政策経営部 財政課 

内   容 

令和７年度１１月から１２月までの予算の流用(※)、予備費充当の実

績について、報告する。 

 

１ 令和７年度予算流用【令和７年１１月１日～１２月３１日】 

予算流用 １０３件 ９，３２４万４千円 （別紙１） 

 

２ 主な予算流用の内容【令和７年１１月１日～１２月３１日】 

（１）投資的事業の流用（1,000万円以上）： ０件 

（２）経常的事業の流用（500万円以上） ： ４件 （別紙２） 

 

３ 令和７年度予備費充当件数【令和７年１１月１日～１２月３１日】 

予備費充当 ０件 

 

※ 予算の流用とは、予算の不足が生じた場合に、同じ事業内又は他の

事業の予算の一部を異動すること。 
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別紙１

令和７年度　予算流用件数

政策経営部 9 6 4 19

総務部 13 33 22 68

危機管理部 4 8 7 19

資産活用部 1 1 0 2

施設営繕部 3 3 2 8

区民部 3 2 5 10

地域のちから推進部 4 10 5 19

産業経済部 7 5 4 16

福祉部 12 4 16 32

衛生部 11 9 6 26

環境部 4 8 2 14

都市建設部 22 7 11 40

会計管理室 1 0 0 1

教育指導部 3 9 3 15

学校運営部 7 7 8 22

子ども家庭部 8 2 6 16

選挙管理委員会事務局 1 4 2 7

監査事務局 0 0 0 0

区議会事務局 0 1 0 1

合　計 113 119 103 335

【参考】令和６年度合計 78 93 206 361 738

※特別会計分を含む。

合計部　名 ４月～７月 ８月～10月 11月～12月 1月～3月
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別紙２

主な予算流用の内容（令和７年１１月～令和７年１２月）

流用金額 投資･経常

【千円】 区　分

流用元 基幹統計事務（一般報酬）

流用先 基幹統計事務（時間外勤務手当）

流用元 災害備蓄の管理運営事業（委託料）

流用先 災害備蓄の管理運営事業（消耗品費）

流用元
スポーツ施設指定管理者管理運営事務（備品購
入費）

流用先
スポーツ施設指定管理者管理運営事務（高額備
品購入費）

流用元 小学校施設の設備管理事業（備品購入費）

流用先 小学校施設の設備管理事業（高額備品購入費）

※ 投資的事業は流用額1,000万円以上、経常的事業は流用額500万円以上を掲載します。

№ 部　名
事　業　名（細節名）

流用額が充てられた事業概要

1 総務部 6,140 経常

国勢調査実施に係る職員の時間外勤務手当（12人分）の
不足分

2 危機管理部 11,305 経常

避難所運営訓練で備蓄要望が多かった物品（使用済み
生理用品・紙おむつ処理袋）の購入経費

4 学校運営部 6,798 経常
小学校に設置している救助袋の老朽化に伴う購入にあた
り、単価が100万円を超えたことによる備品購入費から高
額備品購入費への科目変更

3
地域のちか
ら推進部

6,232 経常

区内スポーツ施設に設置する貴重品ロッカー購入経費の
予算計上科目誤りによる科目修正
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総 務 委 員 会 情 報 連 絡 
令和８年２月２５日 

件 名 自治体情報システム標準化対象業務の稼働状況について 

所管部課名 政策経営部 情報システム課 

内 容 

自治体情報システム標準化対象業務の稼働状況について報告する。 

 

１ 稼働状況 

年末以降のシステム切り替え作業により、以下の標準化対象の業務につい

て、新しいシステムでの運用を開始した。切り替え後は、軽微なシステム不

具合が発生したが、即日対応して解消しており、大規模な障害は発生してい

ない。 
 

稼働日 業務名 

令和８年１月５日（月） 

（１）住民基本台帳 

（２）印鑑登録 

（３）国民健康保険 

（４）後期高齢者医療 

（５）国民年金 

（６）障がい者福祉 

（７）児童手当 

（８）児童扶養手当 

（９）生活保護 

（10）介護保険 

（11）選挙人名簿管理 

令和８年２月２４日（火） 
（12）戸籍 

（13）戸籍附票 

 

２ 今後の方針 

令和８年度以降、以下の業務について順次標準化対応を行う。 
 

稼働時期（予定） 業務名 

令和 ９年１月 （14）就学 

令和 ９年３月 （15）健康管理 

令和１０年３月 （16）子ども・子育て支援 

調整中 

（17）個人住民税 

（18）軽自動車税 

※ 滞納管理機能含む 

 
 

 

5



 

総 務 委 員 会 情 報 連 絡 

令和８年２月２５日 

 

件   名 地方自治法改正に伴う情報セキュリティポリシーに関する対応について 

所管部課名 政策経営部 情報システム課 

内   容 

地方自治法改正に伴う情報セキュリティポリシーに関する対応について、

報告する。 

 

１ 地方自治法改正の概要 

（１）「サイバーセキュリティを確保するための方針」（以下、「方針」という。）

の策定を義務化する。 

（２）策定期限は、令和８年４月１日まで。 

（３）既に情報セキュリティポリシーを策定済みの場合、方針に位置付ける

ことができる。 

 

２ 地方自治法改正の目的 

これまで各自治体の判断に委ねられていた情報セキュリティポリシーの

策定を義務化し、全ての団体での策定を目指す。 

 

３ 今後の方針 

現在の情報セキュリティポリシーである「足立区情報セキュリティ基本

方針に関する規則」を令和８年３月末までにあらためて地方自治法上の「方

針」として位置付けるとともに、下記内容を追記する。 

主な改正内容 

 項目 内容 

１ 対象とする脅威 プログラム上の欠陥、操作及び設定ミス等、

昨今発生している事例を対象とする脅威とし

て追記する。 

２ 情報セキュリティ対

策 

クラウドサービス等、新たなサービス利用 

環境に対してセキュリティ対策を講じる旨 

追記する。 

３ 適用対象 行政委員会から方針の適用の委任を受けた 

場合、適用対象に追加する。 
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